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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年３月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（消波ブロック） 

発生日時 平成２９年６月１８日 ２０時４０分ごろ 

発生場所 北海道釧路市釧路港内 

 釧路港東区南防波堤灯台から真方位２８５°１３０ｍ付近 

 （概位 北緯４２°５８.６′ 東経１４４°２１.４′） 

事故の概要  漁船第八福
ふく

洋
よう

丸は、視界制限状態となった釧路港内を北東進中、釧

路港東区南副防波堤南側の消波ブロックに衝突した。 

 第八福洋丸は、船首部の破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年７月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 第八福洋丸、４.８トン 

 ＨＫ３－７４８３４（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.０２ｍ（Lr）×３.００ｍ×０.８８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５１年８月１２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成１３年８月２４日 

  免許証交付日 平成２７年９月１４日 

         （平成３３年８月２３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首部に破口、主機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 霧、風向 西、風速 約１m/s、視程 約１０ｍ 

海象：海上 平穏 

 釧路市には、６月１７日１５時４７分に濃霧注意報が発表され、本

事故当時も継続中であった。 

 事故の経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、釧路港南方約６海里付近の漁場

で僚船と共に操業を行った後、平成２９年６月１８日１９時３０分ご

ろ、視程約１０ｍの濃霧の中、釧路港に向け、帰航を開始した。 

船長は、釧路港内を約４ノットの対地速力で北東進中、‘釧路港東

区の南外防波堤南東端に設置された簡易標識灯’（以下「本件標識

灯」という。）が本船の左舷正横に見えたときに左転を始め、‘南外防
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波堤南東端と釧路港東区の南副防波堤北西端で構成された、幅約１０

０ｍの出入口’（以下「本件出入口」という。）を北西方向に通過しよ

うと考え、南外防波堤南東端の南側に向けて航行した。 

船長は、本件標識灯の灯光を見付けるため、左舷前方に注意を向け

ていたところ、２０時４０分ごろ、突然船体に衝撃を感じ、南副防波

堤南側の消波ブロックに衝突したことに気付いた。 

 本船は、船長が、機関を後進にかけたところ、自力航行が可能であ

ったので、釧路港東区の中央ふ頭東側岸壁に着岸し、船首部に生じた

破口から機関室等に徐々に浸水して主機が停止した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長は、夜間に釧路港へ入港する際、本件標識灯の灯光を視認して

から左転を開始する方法で本件出入口を通過していたが、本事故当

時、霧による視界不良の影響で同灯光を視認できなかった。 

本件標識灯は、灯質が毎３秒１閃光の黄色、光達距離が５.５㎞で

あった。 

本船には、レーダー及びＧＰＳプロッターが装備され、本事故当時

作動していたものの、船長は、釧路港内の状況を熟知していた上、夜

間の視界制限時でも、目視で本件標識灯の灯光を見付けられると思

い、本件出入口付近では、それらの航海計器をよく見ていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、霧で視界制限状態となった釧路港内を北東進中、船長が、

レーダー及びＧＰＳプロッターを適切に使用して見張りを行っていな

かったことから、左転の時機を失して南副防波堤南側の消波ブロック

に衝突したものと考えられる。 

船長は、釧路港内の状況を熟知していた上、目視で本件標識灯の灯

光を見付けられると思い、本事故当時、レーダー及びＧＰＳプロッタ

ーを適切に使用していなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、霧で視界制限状態となった釧路港内を北

東進中、船長が、レーダー及びＧＰＳプロッターを適切に使用して見

張りを行っていなかったため、左転の時機を失して南副防波堤南側の

消波ブロックに衝突したものと考えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・視界制限状態において港内を通航する場合は、目視だけではな

く、レーダー及びＧＰＳプロッター等の航海計器を適切に使用し

て、見張りを行うこと。 

・視界制限状態においては、間口の広い操船が容易な出入口を通航
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すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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事故発生場所 

（平成２９年６月１８日 

 ２０時４０分ごろ発生） 
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